
第二号議案（令和 6年度通常総会） 

令和 6年 5月 29日 

役員の選任について 

特定非営利活動法人 

LONMARK JAPAN 

 

現行役員が令和 6年 5月 31日で任期満了となるため、理事会にて、現行理事・監事を含

む下記 10 名の候補者を推薦することと致しましたので、定款第 14 条（「理事及び監事は、

総会において正会員及び特別会員の中から選任する」）に基づき承認願います。 

 

記 

１．選任される者 

理事   富田 俊郎 再任（個人会員） 

理事   田中 宏明 再任（個人会員） 

理事   望月 温  再任（特別会員） 

理事   飯田 正平 再任（個人会員） 

理事   谷林  修     再任（八千代電設工業株式会社） 

理事   堀江 国男 再任（個人会員） 

理事   木下 智雄 再任（株式会社 NTTデータ アイ） 

理事   吉岡 徳利    新任（株式会社MG） 

理事   内堀 維斗    新任（古川電気工業株式会社） 

監事   豊田 隆志 再任（個人会員） 

 

２．退任する者 

理事   長島 俊明    退任（個人会員） 

監事   茂泉 勝弘 退任（古川電気工業株式会社） 

監事   白井  稔     退任（個人会員） 

 

３．就任日・任期 

令和 6年 6月 1日から令和 8年 5月 31日までの 2年間。 

 

本議案承認後は、理事相互の互選により、理事長、副理事長を選任し、各理事の職務分

掌を定めることとします。別紙役員名簿（案）参照。 

 

以上 



別紙 
 

役員名簿 

 特定非営利活動法人 ＬＯＮＭＡＲＫ ＪＡＰＡＮ  

  

役 名 
（フリガナ） 

氏   名 
職 務 分 掌  

報 酬 の

有無 
備 考 

 

１ 

理事 

理事長 

 

（ﾄﾐﾀ ﾄｼﾛｳ） 

富 田 俊 郎 

1.定款に定める理事長としての職務 

2.その他定款に定める理事としての職務 

3.事業推進委員会 委員長としての職務 

 

 有・無 

個人会員 

２ 

理事 

副理事長 

 

（ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ） 

田 中 宏 明 

1.定款に定める副理事長としての職務（理事長補佐、緊

急時の代行）2.その他定款に定める理事としての職務 

3.事業推進委員会 副委員長としての職務 

 

 

 有・無 

個人会員 

３ 

理事 

 

（ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾂｼ） 

望 月 温 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

特別会員 

４ 

理事 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾗ） 

飯 田 正 平 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

個人会員 

５ 

理事 ﾎﾘｴ ｸﾆｵ） 

堀 江 国 男 

 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

 有・無 

個人会員 

６ 

理事 （ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｵ） 

木 下 智 雄 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

 

㈱NTTデータ 

アイ 

７ 

理事 （ﾀﾆﾊﾞﾔｼ  ｵｻﾑ） 

谷 林 修 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

 

八千代電設 

工業㈱ 

８ 

理事 

 

（ヨシオカ ノリカズ） 

吉 岡 徳 利 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

 

株式会社MG 

９ 

理事 (ウチボリ ツナト) 

内堀 維斗 

1.定款に定める理事としての職務 

2.事業推進委員会 委員としての職務 

 

有・無 

古川電気 

工業㈱ 

10 

監事 (ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｼ) 

豊 田 隆 志 

1.理事の業務執行の状況を監査する職務 

2.財産の状況を監査する職務 

3.その他定款に定める監事としての職務 

 

有・無 

個人会員 

 

    

 

 

１０   
 
 


